[bookmark: _GoBack]使用料金についてのお知らせ
日頃から、農業集落排水事業につきましてご理解、ご協力を頂き有難うございます。宅内工事完了（使用開始）に伴い使用料金の納付等についてお知らせします。

· 使用料金の算出について
ひと月の使用料金は、基本料金2,000円と世帯人員1人当たり500円となり、請求については、毎偶数月に前2ヶ月分の使用料をご請求いたします。

（※）使用人数が月の途中で変更となった場合、異動があった使用者について、
その月の使用日数が15日未満の場合は250円、15日以上の場合は500円
となります。

· 使用料金の納付について
· 現金納付について
偶数月の10日頃に現金納付書を送付しますので、納付書に記載された納期限までに下記の金融機関にて納付をお願いいたします。
	多古町役場
出納室
	千葉銀行
多古支店
	京葉銀行
多古支店
	佐原信用金庫
多古支店

	かとり農協
多古支店
	千葉興業銀行
八日市場支店
	郵便局
（関東各都県及び山梨県）



· 口座振替のお申込みについて（便利な口座振替をご利用ください）
使用料金は口座振替でのお支払が可能です。口座振替ができる金融機関は下記のとおりです。

	千葉銀行
（全支店）
	京葉銀行
（全支店）
	佐原信用金庫
（全支店）
	多古町農協
	郵便局


※手続きに時間がかかるため、お申込直後の請求の際に納付書を送らせていただく場合があります。

· 納期限について
納期限は、毎偶数月の末日となります。ただし、末日が、土・日・祝日等の場合は翌営業日となります。

· 問合せ先
多古町役場　生活環境課　環境係　（TEL）0479-76-5406
